
明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
一
五
（　
　
　

）

一
一
五

（
解
題
）

一
、
広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会
が
発
足
し
て
一
年
ほ

ど
過
ぎ
た
（
�

）。
今
回
会
員
方
の
努
力
で
よ
う
や
く
三
本
の
資
料

紹
介
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
内
の
二
本
は
当
研
究
会
の
増
田
修

会
員
の
手
に
な
る
。
ま
ず
そ
の
一
は
「
広
島
立
志
舎
の
創
立
と
そ
の
活
動
―

山
田
十
畝
・
稿
『
演
説
会
誌
の
葛
藤
』（『
広
島
新
聞
』
明
治
十
三
年
一
月
二

十
七
日
〜
同
年
四
月
四
日
）
を
中
心
と
し
て
―
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
増
田

氏
の
精
力
的
な
資
料
蒐
収
と
そ
の
丹
念
な
精
査
に
よ
り
、
こ
れ
迄
そ
れ
ほ
ど

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
明
治
十
年
代
広
島
地
方
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の

実
態
―
広
島
立
志
舎
の
設
立
者
は
広
島
人
日
置
貫
ら
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
―

当
研
究
会
の
活
動
報

告
は
「
後
記
」
参
照

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
同
時
に
当
時
の
自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
警

察
・
裁
判
所
の
取
調
状
況
や
事
件
審
理
な
ど
が
、
こ
の
時
期
の
広
島
新
聞
の

報
道
記
事
の
精
査
を
通
し
て
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
当
時
の
言
論
取
締
の

実
際
を
知
る
上
で
も
、
新
聞
の
有
す
る
史
料
的
価
値
に
注
目
す
べ
き
と
筆
者

で
あ
る
増
田
氏
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
は
「
広
島
法
律
学
校
沿
革
誌

（
附
・
講
法
館
・
広
島
法
学
校
・
法
学
講
習
所
・
尾
道
法
律
学
校
）」
で
あ
る
。

増
田
氏
は
明
治
以
降
の
広
島
弁
護
士
会
史
に
つ
い
て
、
明
治
初
年
の
代
人
あ

る
い
は
無
免
許
代
言
人
、
次
に
免
許
代
言
人
そ
し
て
弁
護
士
と
し
て
安
芸
国

広
島
の
地
で
弁
護
活
動
等
に
従
事
し
て
い
た
人
達
の
活
動
の
実
情
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
明
治
二
十
（
一
八
八

七
）
年
三
月
か
ら
同
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
八
月
末
ま
で
法
律
学
校
が
設

立
さ
れ
、
実
践
的
な
法
学
教
育
を
施
し
て
、
当
時
で
も
難
関
の
代
言
人
試
験

に
多
数
の
合
格
者
を
輩
出
す
る
な
ど
の
実
績
を
挙
げ
て
い
た
「
広
島
法
律
学

校
」
と
い
う
、
今
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
存
在
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
発
掘

作
業
に
取
り
組
ま
れ
た
。
こ
の
法
律
学
校
の
特
徴
は
在
野
の
代
言
人
組
合
の

努
力
だ
け
で
な
く
、
当
時
広
島
控
訴
院
以
下
の
判
事
・
検
事
の
惜
し
み
な
い

協
力
に
よ
る
、
豊
富
な
講
師
陣
に
支
え
ら
れ
て
い
た
点
で
、
当
時
の
全
国
各

地
に
輩
出
し
て
い
た
法
律
学
校
と
は
い
さ
さ
か
趣
き
を
異
に
す
る
、
と
著
者

は
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
当
時
、
全
国
各
地
に
設
立
さ
れ
た

法
律
学
校
に
も
意
を
払
い
な
が
ら
、
当
時
の
広
島
新
聞
や
官
報
を
は
じ
め
多

く
の
文
献
資
料
を
渉
猟
し
つ
つ
、
遂
に
こ
の
「
広
島
法
律
学
校
」
終
焉
の
理

由
な
ど
を
突
き
と
め
ら
れ
る
等
、
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
忘
却
の

＜
資
料
紹
介＞

明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」

に
つ
い
て

　

―
―
明
治
九
年
三
月�
山
口
裁
判
所
民
事
部
の
『
决
議
録
』

　
　
　
　

調
査
報
告
・
そ
の
三
―
―

広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会

　
���
加　
　

藤　
　
　
　
　

高
＊　

　
�
紺　
　

谷　
　

浩　
　

司
＊
＊



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
一
六
（　
　
　

）

一
一
六

彼
方
へ
没
し
去
ら
れ
て
い
た
観
の
あ
る
法
律
学
校
の
存
在
を
、
法
科
大
学
院

創
立
記
念
論
集
の
中
に
、
甦
ら
せ
る
の
も
意
義
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

最
後
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
既
に
紹
介
し
て
お
い
た
資
料
（
調
査
報
告
）
の

続
稿
を
な
す
も
の
で
あ
る
�
。
簡
単
に
本
資
料
紹
介
の
理
由
を
述
べ
る
な
ら

ば
、
す
で
に
先
稿
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
明
治
十
年
に
な
る
と
漸
く
全

国
各
県
に
ほ
ぼ
司
法
の
府
と
し
て
の
裁
判
所
（
府
県
裁
判
所
に
代
わ
り
、「
地

方
裁
判
所
」
が
設
置
開
庁
さ
れ
る
運
び
と
な
る
が
、
現
在
の
某
地
方
�

�

裁
判
所

の
よ
う
な
呼
称
で
な
く
、
某
裁
判
所
（
た
と
え
ば
広
島
裁
判
所
）
の
呼
称
が

用
い
ら
れ
て
い
た
）
が
置
か
れ
た
が
、
法
令
の
不
備
な
状
況
は
依
然
続
い
て

お
り
、
訴
訟
手
続
き
に
関
し
て
も
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
七
月
十
七
日

太
政
官
布
告
第
二
四
七
号
の
訴
答
文
例
（
第
一
巻
原
告
人
の
訴
状
・
全
十
章

三
十
二
条
、
第
二
巻
被
告
人
の
答
書
・
全
十
二
章
五
十
条
お
よ
び
附
録
書
式

全
十
八
号
）
が
、
訴
訟
手
続
法
令
の
主
要
な
現
行
法
の
地
位
を
占
め
て
い
た

時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
は
ま
た
民
事
訴
訟
件
数
が
増
加
の
一
途
を
辿
る
観
を

呈
し
て
い
た
。
法
令
の
不
備
そ
し
て
当
時
は
専
門
的
な
法
律
知
識
を
身
に
付

け
た
司
法
官
の
養
成
も
緒
に
付
い
た
ば
か
り
、
い
わ
ば
近
代
的
法
体
制
の
準

備
期
と
も
い
う
べ
き
時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
新
設
の
裁
判
所
の
門
を
た
た
く

人
々
の
た
め
に
、
当
時
の
司
法
官
は
当
面
、
江
戸
時
代
の
訴
訟
取
扱
い
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
画
一
的
な
文
例
・
書
式
を
執
務
用
の
内
規
と
し
て
用
意
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
大
量
の
民
事
事
件
を
取
扱
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
資
料

は
東
京
裁
判
所
民
事
課
に
お
け
る
事
務
節
目
を
、
当
初
は
山
口
裁
判
所
民
事

課
が
、
つ
ぎ
に
設
置
後
の
広
島
裁
判
所
民
事
課
が
事
務
取
扱
い
に
お
け
る
内

規
作
製
の
重
要
な
参
考
資
料
に
用
い
て
、「
広
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」

を
作
り
上
げ
執
務
上
の
内
規
と
し
て
運
用
し
た
も
の
の
、
た
と
え
ば
附
録
書

式
に
は
「
済
口
」（
和
解
）
に
関
す
る
書
式
等
が
欠
け
て
い
る
な
ど
不
備
が

目
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
更
に
若
干
の
手
直
し
が
早
急
に
必
要
と
な
っ
た
た
め
、

本
資
料
の
よ
う
に
「
広
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
と
し
て
改
正
さ
れ
、
民

事
課
に
お
け
る
実
務
取
扱
い
に
役
立
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
資
料
相
互
の
検
討
考
察
、
さ
ら
に
「
決
議
録
」
全
容

の
紹
介
な
ど
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

�　

紺
谷
浩
司
・
加
藤
高
「
明
治
初
年
代
の
『
東
京
裁
判
所
民
事
課
事
務
節

目
』
に
つ
い
て
―
明
治
九
年
三
月
、
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
決
議
録
」

調
査
報
告
・
そ
の
一
―（
西
南
学
院
大
学　

法
学
論
集
、
第
三
七
巻
第
四

号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）―
九
三
頁
以
下
。
お
よ
び
紺
谷
・
加
藤
に
よ
る

「
明
治
初
年
代
の
『
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
』
に
つ
い
て
―
明
治
九

年
三
月
、
山
口
裁
判
所
民
事
課
の
「
決
議
録
」
調
査
報
告
・
そ
の
二
―

（
西
南
学
院
大
学　

法
学
論
集
、
第
三
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）

―
二
三
頁
以
下
（
な
お
以
下
に
引
用
す
る
場
合
、
前
者
は
「
東
京
節
目
」、

後
者
は
「
広
島
節
目
」
と
略
す
る
こ
と
を
御
諒
解
頂
き
た
い
）。
本
稿
も
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
前
述
二
つ
の
資
料
を
含
ん
だ
原
簿
冊
は
、
編
綴
年
次
が

明
治
九
年
三
月
、
即
ち
中
国
地
方
諸
県
に
明
治
維
新
以
降
初
め
て
本
格
的

な
府
県
裁
判
所
で
あ
る
「
山
口
裁
判
所
」
が
開
庁
さ
れ
た
年
月
を
示
し
て

お
り
、
以
後
こ
の
簿
冊
―
「
決
議
録
」
と
い
う
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
―



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
一
七
（　
　
　

）

一
一
七

に
は
、
開
設
当
初
の
山
口
裁
判
所
民
事
課
に
お
け
る
、
裁
判
事
務
運
用
上

の
諸
問
題
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
扱
い
対
応
ぶ
り
が
文
書
化
さ
れ
、

ほ
ぼ
年
次
順
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
も
筆
者
ら
の
注
目
を
引

い
た
史
料
文
書
が
、
前
述
の
「
東
京
節
目
」
で
あ
り
、「
広
島
節
目
」
で

あ
る
。
そ
の
内
容
の
紹
介
は
「
東
京
節
目
」
に
つ
き
前
掲
九
三
頁
以
下
参

照
、「
広
島
節
目
」
に
つ
い
て
は
前
掲
七
九
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　

＊
＊　

広
島
修
道
大
学
名
誉
教
授

　
　
　
　

＊
＊　

広
島
大
学
名
誉
教
授
・
西
南
学
院
大
学
法
科
大
学
院
教
授

【
本
文
お
よ
び
附
録
・
注
】

　

本
調
査
報
告
は
、
そ
の
一
「
明
治
初
年
代
の
『
東
亰
裁
判
所
民
事
課
事
務

節
目
』
に
つ
い
て
」（
西
南
学
院
大
学
「
法
学
論
集
」
第
三
七
巻
四
号
（
二

〇
〇
五
年
三
月
））、
そ
の
二
「
明
治
初
年
代
の
『
廣
島
裁
判
所
民
事
課
事
務

節
目
』
に
つ
い
て
」（
西
南
学
院
大
学
「
法
学
論
集
」
第
三
八
巻
一
号
（
二

〇
〇
五
年
七
月
））
に
続
く
も
の
で
あ
る
。

　

本
資
料
は
、
現
在
、
広
島
高
等
裁
判
所
の
保
管
に
か
か
る
『
决
議
録
』
に

収
載
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
は
白
色
の
厚
紙
を
使
用
し
、
中
央
に
大
き
く
「
决

議
録
」、
右
上
部
に
「
明
治
九
年
三
月
」、
左
下
部
に
「
山
口
裁
判
所　

民
事

課
」
と
黒
で
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
决
議
録
」
の
文
字
の
右
肩
に
や

や
小
さ
く
「
永
久
保
存
」
と
、「
明
治
九
年
」
の
右
側
に
「
永
久
保
存　

第

二
帙
」
の
朱
の
ス
タ
ン
プ
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
の
寸
法
は
、
縦
二
九
・

〇
�
、
横
一
九
・
七
�
、
厚
さ
四
・
〇
�
（
綴
目
の
位
置
）
で
あ
る
。

　

本
紙
は
木
版
青
色
罫
線
の
和
紙
で
、
半
葉
各
一
〇
行
袋
綴
じ
で
、
中
央
に

「
廣
島
裁
判
所
」
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
用
紙
の
寸
法
は
、
縦
二
四
・

〇
�
、
横
一
六
・
〇
�
で
あ
る
。

　

本
文
は
墨
書
に
よ
る
縦
書
き
で
あ
る
。
附
録
・
書
式
に
多
い
が
、
朱
書
に

よ
る
例
示
や
訂
正
等
が
記
入
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
は�
＊
を
附
し
、
そ
の
旨
を

注
記
し
た
。

　

読
み
下
し
の
便
宜
上
、
各
葉
と
そ
の
右
左
半
葉
を
【
○
Ａ
／
Ｂ
】
と
記
し

て
一
行
を
空
け
、
各
章
と
条
と
の
間
に
一
行
を
、
各
条
の
間
に
一
行
を
、
条

と
次
の
章
と
の
間
に
二
行
を
空
け
、
原
本
の
末
行
が
空
い
て
い
る
も
の
は
さ

ら
に
一
行
を
空
け
た
。

　

読
み
下
し
の
便
宜
上
、
目
次
を
附
加
し
（【
二
Ａ
】）、
各
章
の
見
出
し
の
下

に
、
該
当
す
る
条
文
を
記
入
し
た
。

　

本
文
お
よ
び
附
録
の
前
に
、「
判
事�
横
地
安
信
」
に
よ
る
「
民
刑
事
課
受
附

落
着
掛
」
に
宛
て
た
達
し
が
つ
い
て
い
る
。
便
宜
上
、
こ
れ
を
【
〇
Ａ
】
と

し
、
本
文
お
よ
び
附
録
に
通
し
番
号
を
附
し
た
。

　

用
紙
の
中
央
に
は
、「
廣
島
裁
判
所
山
口
支
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

　

文
字
お
よ
び
行
の
配
置
に
つ
き
、
で
き
る
だ
け
原
文
ど
お
り
に
写
し
、
文

字
の
位
置
も
原
文
の
そ
れ
に
倣
っ
た
が
（
例
、
倣
、
做
、
傚
）、
原
文
で
用
い

ら
れ
て
い
る
略
字
（
例
、
扣
）
や
慣
用
文
字
（
例
、
雖
）、
複
合
文
字
（
例
、

「
ト
モ
」「
ト
キ
」）
な
ど
の
う
ち
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
で
再
現
で
き
な
か
っ

た
も
の
は
現
代
表
記
の
文
字
に
置
き
換
え
た
。

　

読
み
下
し
の
便
宜
上
、
本
文
中
に
「
、」
を
補
っ
た
。
ま
た
、
書
式
の
番
号



＜
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紹
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修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
一
八
（　
　
　

）

一
一
八

が
二
つ
以
上
表
記
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
番
号
の
間
に
「
・
」
を
補
っ
た

（
例
、
第
六
條
の
「
書
式
第
五
七
号
」
を
「
第
五
・
七
号
」
に
）。

　

附
録
中
の
書
式
は
、
第
十
五
号
は
欠
け
て
お
り
、
第
五
・
六
号
は
紙
の
大

き
さ
が
異
な
る
た
め
か
最
後
に
綴
じ
込
ま
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
番
号
順
に

は
綴
じ
込
ま
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
書
式
の
番
号

順
に
配
置
し
た
。

　

書
式
第
六
号
の
用
紙
の
中
央
に
「
廣
島
裁
判
所
民
事
表
」
と
印
刷
さ
れ
て

い
る
。

　

訴
答
文
例
第
十
五
条
（
第
三
十
条
参
照
）
の
書
式
を
参
考
の
た
め
、「
附

録
」
の
後
ろ
に
附
し
た
。
な
お
、
第
十
四
条
（
第
三
十
一
条
参
照
）
の
書
式

は
、「
調
査
報
告
・
そ
の
一
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
【
〇
Ａ
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
刑
事　

課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
付
落
着
掛

　

民
事
取
扱
順
序
別
冊
之
通
改

　

正
本
月
五
日
ヨ
リ
施
行
候
条
可
相
心
得

　

候
尚
刑
事
初
席
及
ヒ
判
決
書
宣

　

告
之
節
ハ
刑
事
落
着
掛
ニ
於
テ
陪
坐

　

可
致
候
此
段
相
達
候
事

　

明
治
十
一
年
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　

判
事　

横
地
安
信　

�

　
　
【
一
Ａ
】

　

廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序

　
　
　
【
二
Ａ
】

　

廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序

　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次
（
作
成
は
加
藤　

高
）

　
　

第
一
章　

訴
状
受
理
之
事
（
第
一
條
〜
第
六
條
）

　
　

第
二
章　

答
書
受
理
之
事
（
第
七
條
〜
第
十
條
）

　
　

第
三
章　

審
判
順
序
ノ
事
（
第
十
一
條
〜
二
十
一
條
）

　
　

第
四
章　

裁
判
申
渡
之
事
（
第
二
十
二
條
〜
第
二
十
四
條
）

　
　

第
五
章　

犯
罪
人
取
扱
ノ
事
（
第
二
十
五
條
〜
第
二
十
九
條
）

　
　

第
六
章　

済
口
聞
届
之
事
（
第
三
十
條
〜
第
三
十
二
條
）

　
　

第
七
章　

訴
状
取
消
及
ヒ
失
踪
又
ハ
死
亡
者
ニ
付
処
分
ノ
事

　
　
　
　
　
　
（
第
三
十
三
條
〜
第
三
十
五
條
）

　
　

第
八
章　

身
代
限
順
序
之
事
（
第
三
十
六
條
〜
第
四
十
三
條
）

　
　

第
九
章　

訴
訟
落
着
順
序
之
事
（
第
四
十
四
條
〜
第
五
十
條
）

印



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
一
九
（　
　
　

）

一
一
九

　
　

第
一
章　

訴
状
受
理
之
事

第
一
條　

凡
訴
訟
人　
　
　
ア
レ
ハ
門
候
其
姓
名
ヲ
尋
キ
姓
名
書

告原

　

一
葉
ヲ
徴
シ
人
民
扣
所
ニ
入
ラ
シ
ム

第
二
條　

訴
訟
人
訴
状
ヲ
呈
ス
レ
ハ
訴
口
誥
其
訴
状
二
通
ヲ

　

受
取
訴
状
ノ
成
規
ニ
照
シ
罫
紙
又
ハ
代
人
等
ノ
当
否
書

　

体
及
ヒ
文
字
等
ノ
誤
リ
ナ
キ
カ
且
勧
解
不
調
ノ
証　
�

�

　
ノ
相
違
ナ
キ
ヤ
ヲ
一
覧
シ

　

之
レ
ヲ
受
取
訴
訟
人
ヲ
扣
所
ヘ
退
カ
シ
メ
其
日
出
訴
ノ
刻
限

　

迄
取
集
メ
置
キ
出
訴
ノ
順
序
ニ
随
ヒ
番
号
ヲ
朱
書
シ
受

　

　
　
【
二
Ｂ
】

　
　

付
係
ヘ
出
ス
ヘ
シ　
�

　
第
三
條　

訴
状
ノ
成
規
に
違
フ
乎
或
ハ
勧
解
ヲ
經
サ
ル
モ
ノ
ハ
一
応

　

口
諭
シ
改
正
シ
テ
訴
状
ヲ
呈
セ
シ
ム
ヘ
シ
若
シ
用
ヒ
サ
ル
モ
ノ

　

ア
レ
ハ
直
ニ
所
長
ヘ
具
申
シ
旨
ヲ
受
ケ
処
分
ス
ヘ
シ

　
第
四
條　

受
付
係
其
訴
状
ヲ
受
取
レ
ハ
訴
名
ト
実
際
ノ
当

　

否
及
勧
解
不
調
ノ
証
訴
状
ノ
成
規
ニ
適
ス
ル
ヤ
ヲ
点
検
シ

勧
解
不
調

ノ
証
ハ
勧
解

係
ノ
検
印
ア
ル
モ
ノ
ヲ
直
ニ
訴
状
ニ
綴
リ
込
ミ
テ
出
サ

シ
メ
別
ニ
訴
状
二
通
ニ
写
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
ニ
及
ハ
ス

書
式
第
一
号

見
合

所
長
ニ
其
旨
ヲ
具
申
シ
検
印
ヲ
受
ケ
訴
状
受
取
録
ヘ
記
入

シ　
�

　
班
数
表　
�

　
ニ
照
シ
係
リ
判
事
判
事
補
正
副

二
名
ヲ
記
入
シ
其
一
通
ニ
被
告
人
呼
出
状
ヲ
付
シ
訴
口
誥
ヘ
渡
ス

ヘ
シ　
�

　
此
時
民
事
表
二
葉
ヲ
作
リ
一
ハ
係
判
事
ノ
表
ニ

　
　

　
　
【
三
Ａ
】

　

綴
込
一
ハ
係
判
事
補
ニ
付
シ
テ
豫
メ
其
主
任
タ
ル
事
ヲ
知
ラ
シ

　

ム
ヘ
シ　
�

　
第
五
條　

訴
口
誥
ハ
其
訴
状
并
ニ
呼
出
状
ヲ
訴
訟
人
ヘ
渡
シ

　

被
告
者
ヘ
送
達
セ
シ
メ
且
被
告
者
答
書
ヲ
出
ス
日
ヲ
示
シ

　

其
日
ヨ
リ
第
三
日
目
初
席
審
判
有
之
ニ
付
原
告
人
出
頭
ス

　

ヘ
キ
旨
ヲ
言
渡
シ
受
書
ヲ
徴
シ
其
受
書
ハ
受
付
係
ヘ
出

　

ス
ヘ
シ

第
六
條　

受
付
係
訴
状
ト
受
書
ヲ
曩
ニ
納
メ
曩
表
ニ
番

　

号
年
月
日
原
被
告
住
所
身
分
姓
名
係
官
ノ
官
姓
呼
出

　

用
罫
紙
ノ
員
数
及
ヒ
日
々
表
ヘ
式
ニ
随
ヒ
記
入
シ
答
書

　
　
【
三
Ｂ
】

　

出
ル
迄
預
リ
置
ク
ヘ
シ　
�

書
式
第
二
号

見
合

書
式
第

三
号
見
合

書
式
第
四

号
見
合

書
式
第
六

号
見
合

書
式
第
五
・
七

号
見
合
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一
号�

一
二
○
（　
　
　

）

一
二
○

　
　

第
二
章　

答
書
受
理
之
事

第
七
條　

凡
答
書
二
通
ヲ
出
セ
ハ
訴
口
誥
ニ
テ
訴
状
ト
共
ニ
収
受

　

シ　
�

　
訴
状
ト
同
番
号
ヲ
朱
書
シ
受
付
係
ヘ
出
シ

　

受
付
係
収
受
セ
ハ
被
告
人
ニ
来
何
日
初
席
審
判
ニ
付
出
頭
ス
ヘ
キ

　

旨
ヲ　
�

　

口
達
シ
受
書
ヲ
徴
シ
受
付
係
ヘ
出
ス
ヘ
シ

　
第
八
條　

受
付
係
ハ
答
書
点
検
シ
テ
受
付
シ
訴
状
并
ニ
請
書
ト

　

共
ニ
曩
ニ
納
メ
其
曩
ヲ
係
リ
判
事
補
ニ
頒
配
ス
ヘ
シ

第
九
條　

判
事
補
ハ
訴
状
ヲ
受
取
レ
ハ
民
事
表
ニ
記
入
シ
訴
答
状

　

ヲ
熟
読
シ
裁
判
見
込
及
ヒ
初
席
ノ
日
ヲ
記
載
シ
之
レ
ヲ
判
事
ヘ

　
　
【
四
Ａ
】

　

出
ス
ヘ
シ

第
十
條　

判
事
ハ
訴
答
状
ヲ
熟
閲
シ
見
認
ノ
廉
ヲ
民
事
表
ニ
筆

　

シ
一
件
曩
ハ
書
記
ヘ
渡
シ
置
ク
ヘ
シ

成
規
ニ
随
フ
ヤ
否
ヤ
ヲ

点
検
ス
ル
等
訴
状
ニ
同
シ

其
日
ヨ
リ
第

三
日
目
ヲ
云

　
　

第
三
章　

審
判
順
序
ノ
事

第
十
一
條　

書
記
ハ
訴
答
状
ヲ
受
取
置
初
席
ノ
当
日
ニ
至
レ
ハ
係
リ

　

判
事
補
ヨ
リ
原
被
ノ
名
刺
ヲ
受
取
リ
見
座
ヲ
シ
テ
訟
庭
ヘ
呼

入
シ
メ
係
リ
判
事
ヘ
其
旨
ヲ
申
出
判
事
ノ
表
ヲ
携
ヘ
訟
庭
ヘ
出
〔
、〕
判

事
ノ
裁
判
為
ス
ニ
必
用
ノ
品
ヲ
供
ヘ
不
都
合
無
キ
ヲ
要
ス

第
十
二
條　

判
事
訟
庭
ニ
出
レ
ハ
書
記
原
被
告
ノ
姓
名
ヲ
読
上
ケ
声

　

ニ
應
シ
見
座
原
被
告
ヲ
判
事
ノ
前
ニ
整
立
セ
シ
ム　
�

　

　
　
【
四
Ｂ
】

書
記
ハ
筆
紙
ヲ
供
ヘ
判
事
ノ
旨
ヲ
待
チ
書
記
ス
ヘ
シ　
�

　

見
座
ハ
訟
庭
ノ
取
締
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
十
三
條　

審
問
ノ
上
引
合
人
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
書
記
其
姓
名
ヲ
書

　

取
リ
旨
ヲ
受
ケ
テ
呼
出
状
ヲ
出
ス
ヘ
シ

第
十
四
條　

判
事
ハ
初
席
シ
テ
其
裁
判
ス
ヘ
キ
目
的
ヲ
極
メ
其
概
略

　

ヲ
民
事
表
ニ
手
記
ス
ヘ
シ

但
一
席
ニ
テ
事
理
審
カ
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
幾
席
モ
重
ヌ
ヘ
ク
又
事

ニ
ヨ
リ
判
事
補
ヲ
列
座
セ
シ
ム
ル
事
モ
ア
ル
ヘ
シ 原

告
ヲ
判
事
ノ
右

被
告
ヲ
左
ニ
立
タ
シ
ム

書
式
第
八
号

見
合



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
二
一
（　
　
　

）

一
二
一

初
席
審
問
ノ
節
口
供
ヲ
書
取
ル
モ
ノ
ハ
後
日
ノ�
異�
反
ヲ
豫

マ
マ

防
ス
ヘ
キ
ト
要
用
ノ
廉
ト
判
事
ノ
見
込
ム
処
ト
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
　
【
五
Ａ
】

　
　

毎
々
ニ
判
事
判
事
補
列
席
審
問
セ
ス
各
自
庭
ヲ
分
チ
審

　
　

問
ス
ル
モ
ノ
ハ
人
少
事
繁
淹
滞
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
ル
ニ
ア
リ

第
十
五
條　

判
事
審
理
畢
レ
ハ
裁
判
見
込
書　
�

　

�
　
ヲ
判
事
補
ニ
示
シ
残
ル
処
ヲ
審
訊
セ
シ
ム

第
十
六
條　

判
事
補
ハ
事
ヲ
判
事
ニ
受
ケ
反
覆
審
問
シ
判
事
ノ
見

　

込
ト
同
シ
キ
モ
ノ
ハ
直
ニ
口
供
ヲ
詰
メ
判
决
書
ヲ
草
シ　
�

　

副
員
ト
討
論
文
章
字
句
迄
吟
味
ヲ
遂
ケ
判
事
ヘ
出
ス
ヘ
シ
判

事
ノ
認
ム
ル
所
ト
判
事
補
ノ
見
込
ト
異
ナ
ル
モ
ノ
ハ
更
ニ
訟
庭
ヲ
開
キ

判
事
判
事
補
列
坐
シ
判
事
審
問
ス
ヘ
シ
若
シ
判
事
ノ
審
訊
充

分
ナ
ラ
ス
ト
思
慮
ス
ル
ト
キ
其
旨
ヲ
判
事
ニ
告
ケ
遺
漏
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ハ

係
リ
判
事
補
ノ
専
務
ト
ナ
ス

但
原
被
口
供
明
瞭
ナ
ラ
サ
レ
ハ
事
理
ヲ
失
フ
ノ
恐
レ
ア
ル
ヲ
以
テ
判
事

　

　
　
【
五
Ｂ
】

席
ニ
於
テ
取
置
タ
ル
口
供
ア
リ
ト
雖
尚
悉
���

サ
ヽ
ル
所
ア
ル
モ
ノ
ハ
訴
答
書

マ
マ

民
事
表
ニ
記

シ
タ
ル
処
ト
口
書

等
ヲ
云

書
式
第
九
号

見
合

ノ
文
面
ヲ
加
ヘ
順
序
ヲ
追
ヒ
一
紙
ノ
口
供
ヲ
書
記
シ
原
被
告
ニ
捺
印

セ
シ
メ
尚
ホ
其
口
供
中
ヨ
リ
必
要
ノ
廉
々
ヲ
摘
撮
シ
テ
裁
判
記
〔
録
���

〕
？

ヘ
出
シ
判
决
文
ヲ
草
ス
可
シ

第
十
七
條　

判
事
裁
决
草
案
ヲ
熟
読
シ
添
削
ス
ヘ
キ
ナ
ケ
レ
ハ

　

官
姓
名
ヲ
手
書
押
印
シ
且
民
事
表
ニ
記
シ
他　
�

　
ノ
判
事
ヱ

　

回
シ
巡
覧
ヲ
乞
フ
ヘ
シ

　
第
十
八
條　

他
判
事
ハ
之
ヲ
熟
読
シ
疑
問
ア
レ
ハ
係
リ
判
事
ト
討

　

議
シ
判
决
ヲ
改
正
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

第
十
九
條　

他
ノ
判
事
回
覧
畢
レ
ハ
各
檢
閲
印
ヲ
捺
シ
係
リ

　
　
【
六
Ａ
】

　

判
事
補
ヘ
渡
ス
ヘ
シ

第
二
十
條　

係
リ
判
事
補
ハ
民
事
表
ニ
記
シ
書
記
受
付
係
ヘ

　

付
シ
清
書
セ
シ
メ
里
程
ニ
随
ヒ
豫
メ
日
数
ヲ
計
リ
原
被
及
ヒ

　

引
合
人
ア
レ
ハ
一
同
ヘ
呼
出
状
ヲ
出
サ
シ
ム
ヘ
シ

第
二
十
一
條　

書
記
裁
判
記
〔
録
���

〕
ヲ
清
書
ス
レ
ハ
篤
ト
読
合
ヲ
為
シ
係
リ

？

　

判
事
補
ヘ
出
シ
判
事
補
ハ
尚
副
判
事
補
ト
読
合
ヲ
為
シ
之
レ
ヲ

係
リ
ニ

ア
ラ
サ
ル
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一
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一
二
二
（　
　
　

）

一
二
二

　

判
事
ヘ
出
ス
ヘ
シ
判
事
一
覧
シ
テ
書
記
ヘ
渡
シ
書
記
ハ
裁
决

　

ノ
当
日
迄
預
リ
置
ク
ヘ
シ

　
　

第
四
章　

裁
判
申
渡
之
事

第
二
十
二
條　

其
当
日
書
記
判
决
書
ニ
裁
判
所
ノ
印
ヲ
捺
シ
原　

　
【
六
Ｂ
】

　

被
告
等
ノ
姓
名
簿
ヲ
判
事
補
ヨ
リ
受
取
〔
、〕
見
坐
ヘ
渡
シ
訟
庭
ヘ

　

呼
入
レ
シ
メ
判
事
ヘ
申
出
判
事
判
事
補
列
席
シ
書
記
之
レ
ニ
陪

　

席
シ
判
事
裁
决
���

ヲ
申
渡
シ
裁
判
状
ヲ
判
事
補
ヨ
リ
書
記

マ
マ

　

ヲ
経
テ
見
座
ヲ
以
テ
原
被
ニ
渡
シ
判
事
補
原
被
告
人
ニ
受

　

書
ヲ
出
ス
ヘ
シ
ト
口
達
シ
訟
庭
ヲ
退
カ
シ
メ
書
記
口
誥
ヘ
達

　

シ
受
書
ヲ
徴
シ
係
リ
判
事
補
ヘ
出
シ
判
事
補
民
事
表
ニ
記

　

シ
表
面
ヲ
塗
抹
シ
其
受
書
及
ヒ
一
件
曩
ニ
記
ス
ル
所
ノ
訴

　

訟
罫
紙
ノ
数
ト
ニ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
之
レ
ヲ
受
付
係
ヘ

　

渡
シ
受
付
係
ハ
其
訴
答
状
口
書
裁
判
記
等
必
要
ノ
書
ノ

　

ミ
ヲ
編
冊
シ
其
餘
ノ
書
類
ハ
嚢
中
ニ
入
レ
訴
状
受
取
録
ヘ

　
　
【
七
Ａ
】

　

記
入
塗
抹
シ
日
々
表
及
ヒ
毎
日
解
訟
件
数
留
ヘ
記
入
ス
ヘ
シ
罫
紙

　

代
價
ハ
裁
判
状
受
書
ノ
出
テ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
日
間
ニ
曲
者
ヨ
リ
取
立

　

テ
第
四
十
八
条
ノ
如
ク
取
扱
フ
ヘ
シ

第
二
十
三
條　

裁
判
言
渡
シ
タ
ル
後
不
服
ニ
シ
テ
控
訴
ス
ル
ノ
届

　

ケ
ア
レ
ハ
其
届
書
ヲ
判
事
補
検
印
シ
テ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
控
訴

　

届
簿
ニ
編
冊
シ
上
等
裁
判
所
ヨ
リ
達
シ
ア
レ
ハ
其
裁
判
一
件
書

類
ヲ
書
記
ヲ
シ
テ
写
サ
シ
メ
添
状
ヲ
判
事
補
草
案
シ
判
事
ノ

検
印
ヲ
受
ケ
庶
務
課
ヘ
渡
シ
上
等
裁
判
所
ヘ
出
サ
シ
メ
裁

判
執
行
ヲ
中
止
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
條　

成
規
ニ
違
フ
訴
状
ナ
ル
歟
或
ハ
出
訴
期
限
ノ
切
レ

　
　
【
七
Ｂ
】

タ
ル
モ
ノ
歟
訴
訟
ス
ヘ
キ
権
理
ナ
キ
歟
ノ
訴
状
ハ
初
席
審
問
ノ

節
其
理
由
ヲ
判
事
口
達
シ
原
告
者
願
下
ヲ
為
サ
ヽ
レ
ハ
其
旨

ヲ
判
事
補
ヘ
口
達
シ
判
事
補
却
下
文
ヲ
草
シ
判
事
検
印
済

ノ
上
書
記
ヘ
渡
シ
清
書
セ
シ
メ
裁
判
所
ノ
印
ヲ
捺
シ
判
事
補

之
レ
ヲ
原
告
人
ヘ
下
付
シ
受
書
ヲ
徴
シ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ク
ヘ
シ　
�

�

　
受
付
係
ノ
手
続
キ
ハ
第
二
十
二
条
ニ
同
シ

　　
　

第
五
章　

犯
罪
人
取
扱
ノ
事

第
二
十
五
條　

訟
庭
ニ
於
テ
罪
ヲ
犯
ス
者
ア
ル
歟
或
ハ
重
軽
罪
發

書式

第
十
五
・
十
六

号
見
合



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
二
三
（　
　
　

）

一
二
三

覚
シ
逃
走
ノ
患
ヒ
ア
ル
モ
ノ
ハ
判
事
ノ
指
図
ニ
随
ヒ
見
座
犯
罪
者

ヲ
訟
庭
ヲ
退
ケ
他
ノ
訟
庭
内
ヘ
入
レ
監
護
ス
ヘ
シ
書
記
ハ
判
事
ニ

　
　
【
八
Ａ
】

旨
ヲ
受
ケ
犯
罪
ノ
模
様
及
ヒ
証
表
等
ヲ
記
載
シ
検
事
ヘ
送
達
シ

罪
人
モ
検
事
ヘ
引
渡
ス
ヘ
シ
若
シ
刑
事
ノ
裁
判
ヲ
經
サ
レ
ハ
其
民
事

ノ
處
分
ナ
リ
難
キ
事
件
ハ
其
旨
ヲ
各
民
事
表
等
ニ
記
入
シ
裁
判
ヲ

中
止
シ
テ
刑
事
審
問
ノ
畢
ル
ヲ
待
ツ
死
刑
ニ
至
ル
ヘ
キ
者
ハ
臨
機
處
分

シ
テ
死
後
証
表
ノ
端
緒
モ
知
ル
能
ハ
サ
ル
等
ノ
不
都
合
ヲ
生
セ
シ
メ

サ
ル
ヲ
要
ス

第
二
十
六
條　

代
言
人
等
裁
判
官
ヘ
對
シ
罪
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
判
事
裁
判
ヲ

　

中
止
ス
ル
旨
ヲ
達
シ
見
坐
原
被
双
方
ヲ
退
カ
シ
ム
ヘ
シ

第
二
十
七
條　

譴
責
状
ヲ
下
付
シ
及
ヒ
罰
金
ヲ
申
渡
ス
ト
キ
モ
裁
判
申
渡
シ

　

ヲ
為
ス
ト
坐
列
順
序
異
ナ
ル
事
ナ
シ
判
文
ハ
判
事
補
草
案
シ
書
記

　
　
【
八
Ｂ
】

　

清
書
ス　
�

　

　
第
二
十
八
條　

判
事
補
一
名
ノ
席
ニ
於
テ
第
廿
五
条
ノ
場
合
ニ
至
レ
ハ
判

書
式
第
十
七

号
見
合

　

事
補
事
由
を
書
記
シ
判
事
ヘ
出
シ
旨
ヲ
受
ケ
テ
検
事
ヘ
送
達
ノ

　

手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ
見
坐
ノ
取
扱
ハ
第
廿
五
条
ニ
同
シ

第
二
十
九
條　

判
事
ヲ
罵
詈
���

誹
謗
ス
ル
者
ア
レ
ハ
陪
席
ノ
書
記
見
坐

マ
マ

共
ニ
自
カ
ラ
聞
ヽ
タ
ル
処
ヲ
書
記
シ
書
記
ニ
於
テ
取
纏
メ
該
判
事
ヨ

リ
求
刑
ノ
書
ト
共
ニ
検
事
ニ
送
付
ス
ヘ
シ
若
シ
判
事
補
一
名
ノ
席
ニ

於
テ
如
此
犯
罪
者
ア
レ
ハ
該
判
事
補
求
刑
書
ニ
原
被
ノ
内
歟
或
ハ
訟

庭
内
ニ
在
リ
テ
親
シ
ク
聞
得
タ
ル
者
ノ
姓
名
ヲ
記
載
シ
求
刑
書
ニ
添

テ
判
事
ニ
出
シ
判
事
差
図
シ
テ
求
刑
ノ
手
続
ヲ
為
サ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
【
九
Ａ
】

　
　

第
六
章　

済
口
聞
届
之
事

第
三
十
條　

訴
答
文
例
第
十
五
条
ニ
依
リ
答
書
ヲ
出
セ
ハ
受
付
係

　

一
件
曩
ニ
入
レ
判
事
補
ニ
出
シ
判
事
補
熟
読
シ
成
規
ニ
違
フ
事
ナ

　

ケ
レ
ハ
検
印
シ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
受
付
係
ヘ
渡
ス
ヘ
シ　
�

　
第
三
十
一
條　

訴
答
文
例
第
十
四
条
ノ
答
書
ヲ
出
シ
済
口
延
期
願
中
尚

　

原
被
熟
談
ノ
上
再
三
延
期
ヲ
願
フ
者
ア
レ
ハ
判
事
補
理
由
ヲ
審
問
シ

　

事
ノ
確
実
ナ
ル
ハ
聞
届
曖
昧
ナ
レ
ハ
直
ニ
裁
判
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ　
�

�

　

書
式
第
十
号

見
合

書式

第
十
一

号
見
合



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
二
四
（　
　
　

）

一
二
四

第
三
十
二
條　

凡
席
前
済
口
席
後
解
訟
及
ヒ
願
下
ノ
書
面
ヲ
出
セ
ハ

　

判
事
補
之
レ
ヲ
熟
読
シ
成
規
ニ
傚
フ
モ
ノ
ハ
該
願
書
ノ
表
面
ノ

　
　
【
九
Ｂ
】

餘
白
ヘ
番
号
朱
書
検
印
シ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
訟
庭
ヘ
出
シ

原
被
告
ヲ
呼
出
シ
済
口
ノ
大
意
ヲ
読
聞
カ
セ
聞
届
ク
ル
旨
申

　

渡
ス
ヘ
シ　
�

　　
　

第
七
章　

訴
状
取
消
及
ヒ
失
踪
又
ハ
死
亡
者
ニ
付
処
分
ノ
事

第
三
十
三
條　

原
告
者
出
訴
中
失
踪
ス
ル
歟
或
ハ
居
所
ノ
分
明
ナ
ラ

　

サ
ル
等
ニ
テ
喚
問
ス
ル
能
ワ
サ
ル
ト
キ
ハ
戸
長
ノ
保
証
書
ニ
依
リ
七
日
間
出
頭

　

セ
サ
レ
ハ
訴
状
取
消
ス
ヘ
キ
旨
ノ
掲
示
案
ヲ
判
事
補
草
シ
判
事
ノ
検
印

　

済
テ
之
レ
ヲ
受
付
係
ヘ
渡
シ
掲
示
案
ヲ
清
書
シ
裁
判
所
門
前
掲
示

　

場
ニ
七
日
間
掲
示
シ
出
頭
セ
サ
レ
ハ
其
期
限
ノ
過
キ
タ
ル
翌
日
被
告

　

人
ヲ
喚
出
シ
取
消
ノ
判
文
ヲ
付
シ
受
書
ヲ
徴
ス
ヘ
シ　
�

　
受
付
係
ノ

　

　
　
【
一
〇
Ａ
】

　

手
続
キ
ハ
第
二
十
二
条
ニ
同
シ

第
三
十
四
條　

被
告
人
出
訴
前
後
失
踪
ス
レ
ハ
判
事
補
戸
長
ノ
保
証
書
ニ

　

依
リ
原
告
人
ヘ
本
人
見
当
ル
歟
三
十
六
ヶ
月
或
ハ
百
八
十
日
ヲ
過
キ
其
相

書
式
第
十

二
号
見
合

書
式
第
十
三

十
四
号
見
合

　

続
人
又
ハ
証
請
人
ヘ
係
リ
訴
出
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
達
ス
ル
等
成
例
ニ
随
ヒ
判
事
ノ

　

决
ヲ
取
リ
テ
処
分
シ
証
書
ヘ
下
ケ
札
ヲ
致
シ
下
付
シ
置
キ
裁
判
結
局
ノ
上

　

曲
者
ヨ
リ
取
立
ツ
ヘ
シ
受
付
係
ノ
手
続
ハ
第
二
十
二
条
ニ
做
フ
ヘ
シ

第
三
十
五
條　

出
訴
中
原
告
人
死
亡
シ
相
続
人
引
続
キ
訴
訟
ヲ
為
ス
能
ハ

　

ス
シ
テ
一
旦
願
下
ヲ
為
サ
ヽ
レ
ハ
却
下
ス
ヘ
シ
被
告
人
死
亡
モ
亦
同
シ

　
　

第
八
章　

身
代
限
順
序
之
事

第
三
十
六
條　

身
代
限
ノ
裁
訴
ス
ヘ
キ
事
件
ニ
及
ヘ
ハ
原
被
告
ノ
口
書
ヲ

　
　
【
一
〇
Ｂ
】

取
リ
裁
判
言
渡
シ
原
被
告
及
ヒ
戸
長
ヲ
立
會
被
告
人
所
持
品
取
調

ヘ
翌
日
右
調
書
二
通
ヲ
指
出
ス
ヘ
ク
旨
原
被
ヘ
申
達
シ
尚
戸
長
ヘ
添
書
ヲ

以
テ
達
ス
可
シ

裁
判
言
渡
シ
タ
ル
後
判
事
補
規
則
ノ
通
掲
示
案
ヲ
作
リ
押
印
シ
判
事
ノ

　

検
印
ヲ
受
ケ
之
レ
ヲ
受
付
係
ヘ
渡
ス
ヘ
シ　
�

　
受
付
係
ニ
於
テ
右
掲

示
案
ヲ
清
書
シ
テ
草
案
ハ
掲
示
案
編
冊
ヘ
編
成
シ
清
書
壱
通
ハ
見

坐
ニ
付
シ
見
坐
之
レ
ヲ
掲
示
場
ニ
掲
ク
ヘ
シ
壱
通
ハ
当
人
住
居
ノ
戸
長
ヘ
達

シ
当
人
住
居
ノ
門
或
ハ
表
口
ニ
掲
ケ
シ
ム
ヘ
シ　
�

　

書
式
第
十
八

号
見
合

書
式
第
廿
五

号
見
合



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
二
五
（　
　
　

）

一
二
五

第
三
十
七
條　

示
談
ノ
上
身
代
限
済
方
致
ス
ヘ
ク
旨
申
立
ル
時
ハ
口
書
ヲ
取
ル
ニ

　

及
ハ
ス
對
談
書
ヲ
徴
シ
然
後
前
条
ノ
順
序
ニ
従
フ
可
シ

　

　
　
【
一
一
Ａ
】

第
三
十
八
條　

被
告
人
所
持
品
取
調
書
ヲ
出
セ
ハ
判
事
補
之
ヲ
点
検
シ

　

規
則
ニ
照
準
シ
テ
不
抵
償
品
ハ
差
除
キ
抵
償
品
ヲ
戸
長
ヘ
掲
示
中
預
ケ

　

置
受
書
ヲ
取
置
ク
ヘ
シ

但
不
抵
償
品
ノ
外
糶
賣
ス
ヘ
キ
財
物
ナ
ケ
レ
ハ
掲
示
ヲ
為
ス
ニ
及
ハ
ス

直
ニ
證
書
裏
書
ヲ
為
ス
ヘ
シ

　
第
三
十
九
條　

掲
示
六
十
日
満
レ
ハ
判
事
補
入
札
拂
ノ
掲
示
案
ヲ
作
リ
押
印

シ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
之
レ
ヲ
受
付
係
ヘ
出
ス
ヘ
シ
受
付
係
ニ
於
テ
ハ
右
掲
示

案
ヲ
清
書
シ
当
人
住
所
ノ
戸
長
ヘ
送
達
シ
掲
示
セ
シ
メ
裁
判
所
並
ニ
市

街
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ハ
見
坐
現
場
ニ
至
リ
以
前
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
引
換
ヘ
掲

示
ス
ヘ
シ

�
　

　
　
【
一
一
Ｂ
】

第
四
十
條　

入
札
拂
ノ
掲
示
ニ
及
ヘ
ハ
原
被
告
人
ヲ
呼
出
シ
来
ル
何
日
何
ノ
誰

　

所
持
品
入
札
拂
申
付
ル
ニ
付
原
被
告
代
言
人
共
立
會
入
札
拂
糶
賣

　

高
申
出
ヘ
ク
旨
達
ス
ヘ
シ

書
式
第
廿
五

号
見
合

第
四
十
一
條　

入
札
拂
ノ
金
高
ヲ
書
出
セ
ハ
先
取
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
之
レ
ヲ
割
賦

　

致
サ
セ
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
証
書
並
写
共
出
サ
シ
メ
之
レ
ヲ
受
付
係
ヘ
渡
シ
同

　

係
ニ
於
テ
規
則
ノ
通
裏
書
シ
本
紙
ヘ
裁
判
所
ノ
印
章
ヲ
捺
シ
写
ハ
押

　

切
印
ヲ
ナ
シ
本
紙
ヲ
判
事
補
ヘ
出
シ
判
事
補
之
レ
ヲ
検
閲
シ
異
存
ナ
ケ

　

レ
ハ
訴
口
誥
ヘ
渡
シ
口
誥
ハ
之
レ
ヲ
原
告
人
ヘ
下
付
シ
其
受
書
ヲ
徴
シ
判

　

事
補
ヘ
出
シ
判
事
補
ハ
他
ノ
受
書
ノ
通
判
事
検
印
済
受
付
係
ヘ
渡
ス
ヘ
シ

　

受
人
ヘ
追
訴
ス
ル
モ
ノ
ハ
受
人
身
代
限
処
分
ノ
後
裏
書
ノ
順
序
ニ
及
フ
ヘ
シ

　
　
【
一
二
Ａ
】

第
四
十
二
條　

示
談
ノ
身
代
限
ハ
前
条
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
証
書
ヘ
裏
書
ノ
上
原
告

　

人
ヘ
下
付
シ
受
書
ヲ
取
ル
ニ
及
ハ
ス
済
口
証
文
ヘ
裏
書
ノ
証
書
ヲ
受
取
タ
ル
ノ
文
言

　

ヲ
加
ヘ
サ
ス
可
シ

　

受
人
ヘ
掛
リ
追
訴
ス
ル
者
ハ
請
人
ヨ
リ
済
方
ノ
後
済
口
証
文
ヲ
出
サ
シ
ム
可
シ

第
四
十
三
條　

被
告
人
身
代
限
ノ
割
賦
済
滞
金
高
ニ
不
足
ノ
分
ヲ
請
人
ヘ
掛
リ

　

追
訴
ヲ
出
セ
ハ
副
本
ヘ
判
事
補
押
印
シ
判
事
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
先
ノ
本
訴
状
ト

　

合
綴
シ
受
付
係
ヘ
渡
シ
呼
出
状
ヲ
認
メ
被
告
人
ヲ
呼
出
ス
ヘ
シ　

�

　　
　

第
九
章　

訴
訟
落
着
順
序
之
事

第
四
十
四
條　

総
テ
一
件
落
着
ニ
至
レ
ハ
判
事
補
自
己
扣
ノ
民
事
表
ヘ
済
方
云
々

　

ヲ
記
シ
結
局
ヘ
席
ノ
前
後
ヲ
区
分
シ
何
月
何
日
済
口
裁
許
却
下
願
下
解
訟

書
式
第
廿
号

見
合



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
二
六
（　
　
　

）

一
二
六

　
　
　
【
一
二
Ｂ
】

取
消
検
事
廻
ト
記
載
シ
朱
ヲ
以
テ
点
抹
ス
可
シ
一
件
袋
ハ
餘
白
ヘ
何
月
何
日

済
口
歟
或
ハ
何
々
ト
朱
書
ニ
シ
且
点
抹
シ
即
日
受
付
係
ヘ
渡
ス
可
シ

　
第
四
十
五
條　

一
件
袋
受
付
係
ヘ
廻
レ
ハ
之
レ
ヲ
直
ニ
日
々
済
口
件
数
録　
�

�

　
ヘ
番
号
ヲ
記
シ
訴
状
受
取
録
ヘ
朱
ヲ
以
テ
点
抹
シ
民
事
日
々
表
及
ヒ

民
事
表
判
事
扣
ノ
分
共
ヘ
記
載
塗
抹
ス
等
第
二
十
二
条
ニ
做
フ
ヘ
シ

一
件
袋
ハ
月
末
ニ
至
リ
之
レ
ヲ
合
輯
シ
テ
備
置
ヘ
シ

　第
四
十
六
條　

判
事
補
ハ
毎
月
末
ニ
審
理
表
ヲ
制
シ
之
レ
ヲ
受
付
係
ヘ
渡
ス
ヘ
シ
受

付
係
ハ
裁
判
表
ヘ
比
較
シ
清
書
シ
テ
所
長
ヘ
出
ス
ヘ
シ
所
長
ハ
之
レ
ヲ
検
閲
シ
検

　

印
シ
テ
庶
務
課
ヘ
渡
シ
司
法
省
ヘ
出
サ
シ
ム�
�

　
第
四
十
七
條　

民
事
裁
判
件
数
表
ヲ
編
冊
ス
ル
モ
亦
同
シ　
�

　

　
　
【
一
三
Ａ
】

第
四
十
八
條　

罫
紙
代
價
罰
金
身
代
限
糶
賣
代
金
等
ヲ
上
納
ス
ル

　

ト
キ
ハ
受
付
係
各
収
納
帳
ニ
記
載
シ
受
領
証
一
葉
ヲ
下
付
シ
逓
付
録

　

ヲ
以
テ
會
計
課
ヘ
渡
ス
ヘ
シ
会
計
課
ハ
金
員
又
ハ
切
手
ヲ
改
メ
受
取
逓

　

付
録
ヘ
検
印
シ
テ
帳
簿
ヲ
返
シ
金
及
切
手
ハ
金
庫
ニ
納
メ
帳
簿
ニ
記
載

　

ス
ヘ
シ
罰
金
ハ
月
末
ニ
纏
メ
テ
判
文
共
ニ
刑
事
落
着
係
ヘ
送
付
ス
ヘ
シ

書式

第
廿
一

号
見
合

書
式
第
廿
二

号
見
合

書
式
第
廿
三

号
見
合

第
四
十
九
條　

受
付
係
ハ
他
方
ヘ
掛
合
フ
ヘ
キ
書
類
ハ
添
書
ヲ
草
案
シ
別
紙

　

書
類
ハ
取
纏
メ
添
書
案
ヘ
添
ヘ
係
リ
判
事
補
ヲ
經
テ
係
リ
判
事
ヘ
出
シ
検
印

　

添
テ
所
長
ノ
検
印
ヲ
受
ケ
庶
務
課
ヘ
出
ス
ヘ
シ

第
五
十
條　

受
付
係
ハ
諸
布
告
達
類
及
ヒ
一
件
ノ
書
類
ハ
部
目
ヲ
分
ケ

　

各
自
編
冊
シ
後
日
見
出
シ
安
ス
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス

【
本
文
の
部
・
了
】

【
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序　
附
録　
の
部
】

　
　
【
一
四
Ａ
】　
〔
表
紙
〕

��　
�
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序　
附
録

　
　

広
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序　

附
録
目
次

（
作
製　

加
藤
高
）　
　

第
一
号　
　
　

訴
状
ノ
書
式

第
二
号　
　
　

訴
状
受
取
録

第
三
号　
　
　

訴
訟
班
数
表

第
四
号　
　
　

被
告
人
呼
出
状
書
式

第
五
号　
　
　

餒
表

第
六
号　
　
　

民
事
表

第
七
号　
　
　

民
事
課
日
々
表

第
八
号　
　
　

証
書
ヘ
検
印
ノ
書
式



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
二
七
（　
　
　

）

一
二
七

第
九
号　
　
　

裁
判
申
渡
書
式

第
十
号　
　
　

席
前
後
対
談
書
式

第
十
号　
　
　

対
談
後
済
口
延
期
願
書
式

第
十
二
号　
　

済
口
証
文
書
式

第
十
三
号　
　

原
告
人
失
踪
等
掲
示
案
書
式

第
十
四
号　
　

原
被
告
人
死
亡
等
訴
状
却
下
書
式

第
十
五
号　
　

�欠
 

第
十
六
号　
　

訴
状
却
下
書
式

第
十
七
号　
　

召
喚
日
遅
不
参
罰
金
申
渡
書
式

第
十
八
号　
　

身
代
限
申
渡
掲
示
案
書
式

第
十
九
号　
　

入
札
払
掲
示
案
書
式

第
二
十
号　
　

身
代
限
後
請
人
ヘ
係
追
訴
ノ
書
式

第
二
十
一
号　

日
々
済
口
件
数
録
ノ
書
式

第
二
十
二
号　

民
事
審
理
表

第
二
十
三
号　

民
事
裁
判
件
数
表

第
二
十
四
号　

明
治
十
年
七
月
廿
八
日
決
議
抜
粋

第
二
十
五
号　

身
代
限
掲
示
案
書
式

第
二
十
六
号　

身
代
限
掲
示
中
（
略
）
裏
書

（
筆
者
ら
は
本
文
と
附
録
と
の
照
合
を
行
な
っ
た
結
果
、
ま
ず
本
文
第
二
十
四
条

中
に
「
書
式
第
十
五
・
第
十
六
号
見
合
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
附
録
第
十
五
号

の
書
式
自
体
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
附
録
書
式
の
み
に
第
二
十
四
号
・

第
二
十
六
号
が
見
ら
れ
、
本
文
条
項
中
に
そ
れ
ら
を
引
用
す
る
も
の
が
見
あ
た
ら

な
か
っ
た
点
が
あ
っ
た
こ
と
そ
し
て
附
録
目
次
は
通
し
番
号
に
整
理
し
た
こ
と
を

付
記
す
る
。）

　
　
【
一
五
Ａ
】

　

第
一
号
＊　

訴
状
ノ
書
式��������������������������
�
�
���
＊
書
式
番
号
は
す
べ
て
朱

書
に
つ
き
以
下
の
注
記

　

は
省
略
す
る　
　
　
　

　　�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
��
　
　
��
＊
朱
書　
　
　
　
　
　
　

　　

　
　
【
一
六
Ａ
】

　

第
二
号

　
　
　

何　
月　
何　
日

　
　
　
　

判
事　

姓
＊　
　
　

判
事
補　

姓
＊

　

何
縣
何
國
何
郡
何
村　
�
　
何
某
被
告
人
何
縣
何
國
何

　

郡
何
村　
�
　
何
某
貸
金
ノ
訴
＊　
金　
何　
圓
＊

　

　
　

士
族
平
民

士
族
平
民

　
　

年
号　

月　

日�

�　
某　

訴　

状

　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
明
治
何
年
何
号
＊　
　
　
　

氏　

名

＊
欄
外
に
朱
で
書
入
れ

「
番
号

　
　

何
千
何
百

　
　

何
十
」



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
二
八
（　
　
　

）

一
二
八

【
一
七
Ａ
】

　

第
三
号

　
　

訴
訟
班
数
表
ノ
式

　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○
○　

何
判
事　
　
　
＊
○
印
は
朱
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○　

何
判
事

　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○
○　

主
何
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○　

々
何
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○　

々
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○　

々
ヽ
ヽ
ヽ
�ヽ

　
　
【
一
八
Ａ
】

　

第
四
号

　

如
斯
出
訴
候
条
来
ル
何
日
午
前
第

　

何
時
答
書
持
参
可
致
候
也

�������������������　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊������������������
＊
朱
書

　

明
治
何
年　
　
　
　
　

　
　

何
月
何
日　
　

廣　

�

　

所

�����������������　
　
　
　
　

　　　

廣　
島　
裁

島　
裁　
判

判　
所　
印

　
　
【
一
九
Ａ
】

　

第
七
号

　

明
治
何
年
某
裁
判
所
民
事
課
日
々
表

�　

　
　
【
一
九
Ｂ
】

　

何　

月
一
日

二
日

三
日

四
日

ヽ
ヽ

�
ヽ
ヽ

�
ヽ
ヽ

却
下

願
下

席
前
済
口

席
後
済
口
�
裁
許
刑
事
廻
�
新
訴

現
在
件
数

�ヽ
ヽ

�ヽ
ヽ

�ヽ
ヽ

　

廿
八
日

　

廿
八
日

　

三
十
日

三
十
一
日

通　

計



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
二
九
（　
　
　

）

一
二
九

　
　
【
二
〇
Ａ
】

　

第
八
号　
　

証
書
ヘ
檢
印
ノ
式

　

原
被
告
ノ
証
書
相
糺
候
節
右
証
書
ノ
餘
白
ヘ
左
ノ
通

　
　

廣
島
裁
判
所
第
何
号
＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
以
下
三
行
朱
書

　
　

年
号
月
日

　
　
　

判
事　

何
某
閲　

印
〔
マ
ル
〕

　
　
【
二
一
Ａ
】

　

第
九
号　

申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　

原
告　
廣
島
縣
第
何
大
區
何
小
區
安
藝
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
郡
何
村
何
千
何
百
何
拾
何
番
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敷　
�
　
何
某
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
何　

某

　
　
　
　
　
　
　
　

被
告　
山
口
縣
第
何
大
区
何
小
区
周
防
國
何
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
村
何
千
何
百
何
十
何
番
屋
敷　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
某
代
人
（
弟
）

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何　

某

　
　
　
　
　
　
　
　

引
合　
岡
山
縣
第
何
大
区
何
小
区
備
中
國
何
郡

　

　
　
【
二
一
Ｂ
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
村
何
千
何
百
何
十
何
番
屋
敷　
�
　
何
某

士
族
平
民

士
族
平
民

至
親
ノ
者
ハ
住
所
ヲ
異
ニ

ス
ル
モ
亦
同
シ

士
族
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
人　
何
小
区
何
村
第
何
番
屋
敷　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何　

某

　
　
　
　
　
　
　
引
合　
京
都
府
第
何
大
区
何
小
区
上
京
何
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
ヘ
入
何
町
第
何
番
屋
敷　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何　

某

　

貸
金
催
促
ノ
訴
訟
審
理
ヲ
遂
ケ
シ
處
原
告
代
言
人
何
某
云
々

　

申�
立

　

被
告
代
人
何
某
云
々
申
答������������

　

引
合
人
何
某
代
人
＊

何
某
ハ
云
云
申
述　
　
　
　
＊　
民
事
課　

の
契
印
（
斜
）
あ
り

���　
��

　
　
【
二
二
Ａ
】

　

引
合
人
何
某
ハ
云
云
弁
解
セ
リ

　

因
テ
裁
判
ス
ル
左
ノ
如
シ

　
　
　

第
一
條

　

云
々

　
　
　

第
二
條

　

云
々

　
　
　

第
三
條

　

云
々

　
　

但
訴
訟
入
費
ハ
各
自
弁
タ
ル
ヘ
シ

士
族
平
民

士
族
平
民



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
三
○
（　
　
　

）

一
三
○

　
　
【
二
二
Ｂ
】

　

明
治
何
年
何
月
何
日　

廣
島
裁
判
所

　

又������������������������������������������������������

　
　

明
治
何
年
何
月
何
日�　
　
�　
���　
＊　
���������������������

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

����������������
廣
島
裁
判
所

　

　
　
【
二
三
Ａ
】

　

第
十
号　

席
前
後
對
談
書
ノ
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

�������������������������������������　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　

某
訴
對
决　
　
　
済
口
延
期
願　

被
告
人　

何　
之　
誰

後前

　

住
所
身
分
何
之
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
候
ニ
付
今
何
日
對
决　
　
　
原
告

後前

　

人
ヘ
熟
談
ノ
上
済
口
日
延
約
定
仕
候
段
左
ノ
通
リ
ニ
御
座
候

　
　

可
相
渡
滞
金
何
円

　
　
　

内�
金�
何�
円　
　
　
　

何
日
可
相
渡
約

　
　
　

残�
金�
何�
円　
　
　
　

何
々

　
　

但
訴
訟
入
費
ノ
儀
ハ
誰
ヨ
リ
償
却
可
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
【
二
三
Ｂ
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

某
裁

判
所

之
印

�������������������������������������　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　

前
書
被
告
人
何
之
誰
申
上
候
通
熟
談
ノ
上
済
方
日
延
約
定
仕
候
ニ

　
　

付
来
ル
何
日
迄
御
裁
判
御
猶
豫
奉
願
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

�������������������������������������　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

原
告
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

�����������������������������������　
　
　
　
　
　
　
��
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
之　
誰　

印

������
某
裁
判
所
長

　
　
【
二
四
Ａ
】

　
　
　
　

判
事　
何
某
殿

　
　
【
二
五
Ａ
】

　

第
十
一
号　

對
談
後
済
口
延
期
願
ノ
書
式

　
　
　
　

何
度
目
済
口
延
期
願

　
　

一　

金　
何　
円　
何　
銭　
　
　
　

　
　
　
　

内　
金　
何　
円　
　
　
　
　
　
今
日
原
告
人
ヘ
受
取

＊
欄
外
に
朱
で
注
記
と
印

「
紙
幅
狭
マ
ク
一
二
行

　
　

ヲ
残
ス
モ
ノ
ハ
此
式
ニ

　
　

ヨ
ル
ヘ
シ
」�



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
三
一
（　
　
　

）

一
三
一

　
　
　
　

残
金
何
円
何
銭　
　
　
　
　

何
日
皆
濟
之
約

　
　

右
ハ
何
月
何
日
對
談
延
期
願
書
差
上
置
候
処
尚
亦
前

　
　

書
ノ
通
原
被
告
熟
談
ノ
上
済
方
日
延
約
定
仕
候
ニ
付
何
日
迄

　
　

御
裁
判
御
猶
豫
奉
願
候

　
　
　
　

但
訴
訟
入
費
ノ
儀
ハ
誰
ヨ
リ
償
却
ノ
約

　
　
【
二
五
Ｂ
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

������������������������������������　
　
　
　
　
　
　
�
身
分

　
　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

原
告
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

�������������������������������������　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

�������������������������������������　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
告
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

�������������������������������������　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　

某
裁
判
所
長

　
　
【
二
六
Ａ
】

����������
判
事�
何
某
殿

　

　
　
【
二
七
Ａ
】

　

第
十
二
号　

済
口
証
文
ノ
書
式

�������
○
明
治
何
年
何
号
○
＊　
　
　
　
　
　
　
　
　�
＊
朱
書

　
　
　
　
　

済
口
証
文
之
事

　
　

一
原
告
人
住
所
身
分
何
之
誰
申
上
候
被
告
人
住
所
身
分
何
之

　
　
　

誰
儀
金
子
入
用
之
由
申
候
ニ
付
相
違
モ
有
之
間
敷
ト
存
何

　
　
　

年
何
月
何
日
證
書
取
之
金
何
円
用
達
遣
候
處
期
日
過
去

　
　
　

返
済
不
仕
度
々
催
促
ニ
及
ヒ
候
得
共
等
閑
置
際
期
モ
無

　
　
　

之
難
渋
仕
候
間
無
是
非
去
ル
何
月
何
日
御
訴
訟
申
上
候

　
　

一
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
前
書
原
告
人
申
上
候
通
借
用
金
ノ
儀

　
　
　

相
違
無
之
候
得
共
借
財
相
嵩
当
時
必
至
ト
差
迫
返
済
難

　

　
　
【
二
七
Ｂ
】

　
　
　

行
届
終
ニ
違
約
仕
候
段
御
答
申
上
候

　

右
之
通
双
方
申
立
候
処
對
决　
　
　
示
談
仕
滞
金
何
円
ノ
内
金
何
円

後前

原
告
人
ヘ
受
取
残
金
何
円
新
規
証
文
ニ
改
メ
古
証
文
被
告
人
ヘ

差
戻
シ
且
訴
訟
入
費
之
儀
ハ
被
告
人
ヨ
リ
償
却
仕
已
来
訴
答
無

申
分
右
出
入
熟
談
済
方
仕
候
間
此
上
再
訴
ハ
勿
論
控
訴
不
仕



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
三
二
（　
　
　

）

一
三
二

候
依
之
為
後
証
済
口
証
文
差
上
申
処
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　

原
告
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
之　
誰　

印

　

　
　
【
二
八
Ａ
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
告
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　

某
裁
判
所
長

　
　
　
　
　

判
事　
何
某
殿

　
　
【
二
九
Ａ
】

　

第
十
三
号　

掲
示
案

原
告
人
〔
住
所
身
分
姓
名
〕
ヨ
リ
被
告
人
〔
住
所
身
分
姓
名
〕
ヘ
相
係
ル
何
々
ノ

訴
訟
審
問
中
ノ
処
年
号
月
日
原
告
人
某
失
踪
〔
又
ハ
無
届
ニ
テ
帰
縣
〕

又
ハ
召
喚
ニ
及
フ
ト
雖
モ
居
所
相
分
ラ
サ
ル
旨
所
役
人
ヨ
リ
申
出
ル
ニ
付

年
月
日
ヨ
リ
日
数
七
日
間
ニ
出�
頭�
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
今
般
ノ
訴
訟
ハ
落

ト
ウ

着
ノ
処
分
ニ
可
及
モ
ノ
也

　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
裁
判
所

　
　
【
三
〇
Ａ
】

　

第
十
四
号

　
　
　
告
人
何
某
死
亡
シ
跡
相
続
ヲ
為
ス
者
不
取
極
ニ
付
続
テ　
　
　
難

被原

答訴

　

致
旨
申
立
ル
ヲ
以
一
旦
訴
状
却
下
候
条
相
続
人
相
定
リ
候
上
更
ニ

　

可
訴
出
事

　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

某
裁
判
所

　

　
　
【
三
一
Ａ
】

　

第
十
六
号

　

該
訴
状
何
々
ノ
成
規
ニ
反
シ
出
訴
ス
ヘ
キ
権
利
ナ
キ
モ
ノ
ニ
付
訴

　

状
却
下
候
事

　
　
　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

某
裁
判
所

　
　
【
三
二
Ａ
】

　

第
十
七
号



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
三
三
（　
　
　

）

一
三
三

　
　
　
　
　

申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
島
縣
第
何
大
区
何
小
区

　
　
　
　
　

何
國
何
郡　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　

某

　
　

其
方
儀
召
喚
當
日　
　
　
参
ス
ル
科
明
治
十
年
第
何
号

不遅

　
　

布
告
ニ
依
リ
罰
金
何
円
申
付
ル

　
　

　
　
【
三
三
Ａ
】

　

第
十
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　
　
村町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　

ノ　

誰

　

右
之
者
儀
何
ノ
誰
ヨ
リ
何
　々
�

　
出
訴
ニ
及
ヒ
吟
味
ノ
上

身
代
限
申
付
ル
ニ
付
若
シ
何
ノ
誰
ヘ
係
リ
金
穀
其
他
諸
取

引
ノ
訴
有
之
者
ハ
当
何
日
ヨ
リ
来
ル
何
月
何
日
迄
日
数
六
十

日
内
ニ
当
裁
判
所
ヘ
訴
出
ツ
ヘ
シ
右
日
限
過
去
訴
出
ル
ニ
於
テ

ハ
此
度
身
代
分
散
金
ノ
分
配
ニ
ハ
不
差
加
者
也

　
　

　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

某
裁
判
所

　

　
　
【
三
四
Ａ
】

　

第
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　　
村町

何
町
士
族

何
村
平
民

其
事
目

ヲ
掲
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　

ノ　

誰

　

右
ノ
者
借
金
出
入
ノ
末
吟
味
ノ
上
身
代
限
申
付
ル
ニ
付

　

所
持
品
左
之
通
来
ル
何
日
ニ
入
札
払
為
致
候
条
入
札
致
度

　

相
望
者
ハ
当
日
何
時
同
人
方
ヘ
可
罷
出
者
也

　
　
　

一　

建
家
土
藏

　
　
　

一　

所
持
品
何

　

右
何
月
何
日
入
札
払

　
　
　

年
月
日　
　
　
　
　
　
　

某
裁
判
所

　

　
　
【
三
五
Ａ
】

　

第
二
十
号　

身
代
限
後
請
人
ヘ
係
追
訴
ノ
書
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
告
人　
　

何　
之　
誰

　
　
　

某
訴
追
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
告
請
人　

何　
之　
誰　

　
　

一　

金　
何　
円　
　
　

願
高

　
　
　
　

内　
金　
何　
円　　

�

　
　
　
　

残　
金　
何　
円

　

右
原
告
人
何
之
誰
申
上
候
去
何
月
何
日
何
之
誰
ヘ
係
何
々
ノ

被
告
人
何
ノ
誰
身
代

限
ノ
割
賦
金
受
取



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
三
四
（　
　
　

）

一
三
四

　
　
【
三
五
Ｂ
】

儀
御
訴
訟
申
上
候
処
御
吟
味
ノ
末
何
ノ
誰
身
代
限
済
方
ヲ
受

前
書
之
通
請
取
候
得
共
尚
残
金
ノ
儀
ハ
請
人
何
ノ
誰
ヨ
リ

済
方
致
呉
候
様
御
裁
判
奉
願
候

　
　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　
之　
誰　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所

���������������������������　
　
　
　
　
���
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人　
　

何　
ノ　
誰　

印

　
　
　

某
裁
判
所
長

　
　
　
　
　
　

判
事　
何
某
殿

　
　
【
三
六
Ａ
】

　

第
二
十
一
号　

日
々
済
口
件
数
録
ノ
書
式

　
　
　
　
　

何
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　

何
日　
　
　

何
号　
　
　

何
号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
号　
　
　

何
号

　
　
　
　
　
　
　

何
日　
　
　

何
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
号　
　
　

何
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
号　
　
　

何
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
号

　
　
　
　
　
　
　

何
日　
　
　

何
号

　
　
【
三
七
Ａ
】

　

第
二
十
四
号

　

明
治
十
年
七
月
廿
八
日
决
儀
抜
粋

　
　
　

第
一
條　
裁
判
結
局
ノ
上
曲
者
ヨ
リ
可
取
立
尤�
裡�ママ

　
　
　
　

書
証
書
ヘ
左
ノ
通
下
ケ
札
致
シ
可
申
事

　
　
　
＊　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��　
＊
印
を
○
で
囲
む　
　
　

　
　

印　

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
������　　　��
○
＊���
＊
下
げ
札
用
の
穴
の
意
か

　　
　
　

第
二
條　
純
粋
ノ
却
下
ト
モ
異
ナ
ル
ニ
付
受
取
録
ヘ
ハ
失
踪
却

　
　
　
　

下
ト
シ
民
事
裁
判
表
ヘ
ハ
却
下
ノ
部
類
ヘ
可
組
込
事

　

　
　
【
三
八
Ａ
】

　

第
二
十
五
号

　
　
　
　
　
　
　

縣
大
小
區

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長

　
�
其�
區
郡
村
番
地
某
身
代
限
掲
示
案
差
廻
候
条
当
人

マ
マ

　

宅
前
ヘ
掲
示
ノ
取
計
可
致
候
也

　
　

但
満
期
ノ
節
ハ
取
除
キ
返
上
致
ス
ヘ
キ
事

　

年
号
月
日　
　

廣
島
裁
判
所　

民
事
課　
＊　
　
　
　
＊
朱
書　

呼
出
用
罫
紙
何
枚
代
不
納
ニ
付
裁
判
結

局
ノ
上
曲
者
ヨ
リ
可
取
立
事



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
三
五
（　
　
　

）

一
三
五

　
　
【
三
九
Ａ
】

　

第
二
十
六
号

　
　
　
　

身
代
限
掲
示
中
不
訴
出
者
地
所
建
物
等
規
則
ノ

　
　
　
　

通
書
入
又
質
入
ア
ル
ヲ
以
テ
糶
賣
金
下
渡
シ
不
足

　
　
　
　

相
立
節
左
ノ
通
裏
書

　

表
書
之
元
利
金
何
百
何
拾
円
ニ
相
成
ル
処
借
主
何
之
誰

　

他
債
主
ノ
為
身
代
限
申
渡
シ
本
書　
�

　
ノ
地
所
糶
賣

　

代
金
何
百
何
拾
円
ニ
相
成
ル
ニ
付
右
請
取
リ
残
ル
金
何
拾

　

何
円
ハ
借
主
何
ノ
誰
ハ
勿
論
其
相
続
人
共
ニ
至
ル
迄
身
代

　

持
直
シ
次
第
皆
済
可
致
者
也

　
　

明
治
何
年
何
月
何
日　
　
　

何
々
裁
判
所

　　

書
入
レ

質
入
レ

　
　
【
四
〇
Ａ
】

　

第
二
十
二
号

　　分月　　　年

某
裁
判
所
民
事
審
理
表

件
数明

治
何
年
何
月
何
日　
調　
　
　
　

主
理　

�

　

姓　

名

判
事
若
ク
ハ
判
事
補

何
等
出
仕

新
受

舊
受
�
既
濟
願
下

未
濟

三
ヶ
月

以
上
未

濟

六
ヶ
月

以
上
未

濟

九
ヶ
月

以
上
未

濟

一
ヶ
年

以
上
未

濟

二
ヶ
年

以
上
未

濟



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
三
六
（　
　
　

）

一
三
六

�����　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
四
一
Ａ
】

　　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
四
二
Ａ
】

　

第
五
号

　

＊
朱
書

何　　々＊　

明
治
年　

第　

何　

号
＊

何
月
何
日
＊
訴　
追
訴　
　

月　

日
訴

何
月
何
日
＊
答　　
　
　
　

月　

日
答

掛　

姓
＊
判
事��
姓　
判
事
補　
�主
＊

副
＊

告　原告　被

何
大
區
何
小
區
何
國
何
郡
何
村　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　

某��
士
族
平
民

何
大
區
何
小
區
何
國
何
郡
何
村　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　

何　

某�
士
族
平
民

　
　
　

席

初再三

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

延　
　
　

期

初再三

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

事　
　

故

結　
　
　

局

　

席
前
濟
口

　

席
後
濟
口

席
身
代
限
濟
口

　

裁
許

　

願
下

　

刑
事
廻�

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

件
数　

　

明
治　
　

年　
　

月　
　

日
調　
　
　

主
理

新
受

舊
受
�
既
濟

未
濟

三
十
日

已
上
未

濟

五
十
日

已
上
未

濟

七
十
日

已
上
仝

三
ヶ
月

以
上
仝



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
三
七
（　
　
　

）

一
三
七

＊　何　　　　　　　　　　　　　　　　　何　

呼　
　
　
　

出

原　
　

告

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

計　
　
　
　
　

枚

辨　
　

納　
　

者

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

被　

告 　
�訴状
奥

書
共

何
月
何
日
＊

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

計　
　
　
　

何
枚
＊

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

不
参
呼
出

原　
　

告

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

計　
　
　
　
　

枚
　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

被　
　

告

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

計　
　
　
　
　

枚
　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

引
合
人
呼
出

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

計　
　
　
　
　

枚

裁　
　
　
　

許　
　
　
　

状

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日計　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

引
合
人
不
参
呼
出

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

計　
　
　
　
　

枚

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

月　

日

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

　

枚

����　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
四
二
Ｂ
】〔
四
一
Ａ
の
裏
面
〕�����

����　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
四
三
Ａ
】

　

第
六
号

銘貸金何千圓
　

號

原告方被告方明
治

　

年　
　

一
證
據
期
限

　

二
通

　

公
証

　

返
り

　

証
一

　

通　

何　

年

何　

月

何
日　

　
　
　
　
　
　
　

住
所
身
分

原
告　
　
　
　
　
　
　
　
　

姓　
名　

　
　
　
　
　
　
　

代
言
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姓　
名

　
　
　
　
　
　
　

代　

人

　
　
　
　
　
　
　

住
所
身
分

被
告　
　
　
　
　
　
　
　
　

姓　
名　

　
　
　
　
　
　
　

代
言
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姓　
名

　
　
　
　
　
　
　

代　

人

掛　
何
判
事　
　

主　

何　
判
事
補

　　
　
　
　
　
　

副　

仝

　

＊
朱
書



＜

資
料
紹
介＞

修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
三
八
（　
　
　

）

一
三
八

對談日延期限見込結局

明
治年月中民事裁判表
　
　
　
　
件
数
区
別

件
目　
　
　
　
　
　

月
ヨ
リ

越
高

新
訴

合
計

結　
　

局

訴
状
下
ケ

願
下
ケ

席
前
済
口

席
後
済
口

裁
許

刑
事
回
シ

合
計

未
決

��  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
四
三
Ｂ
】

第
二
十
三
号



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
三
九
（　
　
　

）

一
三
九

参
照
「
訴
答
文
例
」

第
十
四
條　

商
�
中
取
引
ノ
訴
�

商
�
中
甲
ノ
商
人
ヨ
リ
乙
ノ
商
人
ニ
對
シ
各
種
ノ
取
引
ノ
米
金
�
ハ
物
品
ノ
類
ニ

テ
乗
合
商
賣
ト
稱
ス
ル
�
モ
證
書
確
實
ナ
ル
�
ハ
之
ヲ
訴
ル
�
ヲ
得
可
シ
其
訴
�

ハ
取
引
ノ
模
樣
ニ
付
キ
各
種
ノ
本
條
ニ
照
ス
可
シ

先
ニ
開
キ
シ
商
�
ニ
後
ニ
開
カ
ン
ト
ス
ル
商
�
ノ
妨
ク
ル
�
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
訴
ル
�
ヲ

得
ス
但
シ
專
賣
免
許
ヲ
犯
ス
�
ヲ
得
サ
ル
ノ
法
ト
相
牴
觸
ス
ル
�
ナ
カ
ル
可
シ

�
第
十
五
條　

夫
妻
離
別
ノ
訴
�

夫
妻
離
別
ノ
訴
�
モ
住
所
氏
名
ノ
次
ニ
夫
妻
ノ
氏
名
生
年
及
ヒ
婚
姻
ノ
年
月

日
ヲ
標
�
シ
次
ニ
其
�
長
役
場
ヘ
届
置
キ
タ
ル
�
籍
人
別
ヲ
寫
載
シ
次
ニ
離
姻
ヲ

爲
ス
可
キ
原
由
ヲ
書
ス
可
シ

原
告
人
夫
ナ
レ
バ
其
�
母
若
シ
�
母
在
ラ
サ
レ
ハ
�
�
母
�
�
母
在
ラ
サ
レ
ハ

�
族
ノ
親
�
族
ノ
親
在
ラ
サ
レ
ハ
同
等
ノ
親
同
等
ノ
親
在
ラ
サ
レ
ハ
卑
族
ノ
親
卑

族
ノ
親
在
ラ
サ
レ
ハ
�
隣
�
ハ
朋
友
ノ
�
二
人
以
上
ノ
奥
書
�
印
ヲ
爲
ス
可
シ

�

　

原
告
人
妻
ナ
ル
モ
前
條
ニ
照
シ
テ
其
�
母
親
族
等
ヨ
リ
訴
フ
可
シ
若
シ
事
危
急
ニ

出
テ
親
族
等
ニ
告
ル
ニ
暇
ナ
キ
時
ハ
自
ラ
訴
フ
事
ヲ
得
可
シ

【
了
】

第
十
三
條
ヲ

見
合
ス
可
シ

附
録
第
六
號
ヲ

見
合
ス
可
シ

（
後
記
）

　

広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会

　

の
活
動
報
告
概
要

研
究
会
前
代
表　

加
藤　
　

高　

　

筆
者
ら
が
昨
年
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
一
月
頃
―
正
確
な
日
付
が
メ

モ
帳
を
通
し
て
も
判
然
と
し
な
い
―
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
新
し

く
発
足
し
た
ば
か
り
の
研
究
会
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
か
、

そ
の
概
略
を
報
告
し
て
は
ど
う
か
、
と
の
会
員
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
し
た

が
い
、
簡
単
な
が
ら
こ
の
一
年
を
ふ
り
返
っ
て
研
究
会
の
活
動
を
紹
介
さ
せ

て
頂
こ
う
と
思
う
。

　

最
初
に
ま
ず
大
雑
把
に
い
え
ば
、
地
域
的
に
は
広
島
・
山
口
地
方
裁
判
所

本
庁
並
び
に
山
口
地
裁
岩
国
支
部
が
所
蔵
す
る
明
治
前
期
（
お
よ
そ
明
治
五

年
か
ら
明
治
二
十
年
代
前
半
、
帝
国
憲
法
発
布
頃
ま
で
を
一
応
の
目
安
と
し

な
が
ら
も
、
少
な
く
と
も
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
民
法
典
施
行
頃
ま

で
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。）
の
民
事
事
件
簿
等
諸
裁
判
史
料
を
調
査
し
、
写

真
撮
影
に
よ
る
史
料
保
存
活
動
を
、
ほ
ぼ
毎
月
一
回
、
定
期
的
に
進
め
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
調
査
活
動
に
当
っ
て
は
、
広
島
高
等
裁
判
所
を
始
め
同
所
管

内
の
諸
裁
判
所
の
多
く
の
関
係
各
位
の
御
理
解
と
御
高
配
を
頂
い
て
い
る
こ

と
は
云
う
迄
も
な
い
。
こ
の
機
会
を
借
り
て
改
め
て
各
裁
判
所
の
関
係
各
位

に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
明
治
初
年
か
ら
昭
和
十
八
年
ま
で
の
民
事
判
決
原
本
が
全



＜

資
料
紹
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修
道
法
学　

二
八
巻　

一
号�

一
四
○
（　
　
　

）

一
四
○

国
各
高
等
裁
判
所
管
内
所
在
の
十
国
立
大
学
法
学
部
に
、
平
成
六
年
秋
か
ら

平
成
七
年
夏
ま
で
の
間
に
順
次
、「
史
料
」
と
し
て
「
当
分
の
間
」
移
管
さ
れ
、

最
終
的
に
そ
れ
ら
は
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
維
新
以
降
の
日
本
の
近
代
化
を
、
司
法
の
面
か
ら
見
て
い
く
際
に
は
き

わ
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
司
法
文
化
財
と
評
価
し
て
も

良
い
ほ
ど
の
研
究
価
値
を
有
し
て
い
る
だ
け
に
、
民
事
判
決
原
本
保
存
の
意

義
は
大
き
い
（
な
お
最
近
、
平
成
十
七
年
六
月
頃
に
入
手
し
た
情
報
に
依
れ

ば
、
全
国
高
等
検
察
庁
及
び
同
管
内
各
地
方
検
察
庁
（
区
検
察
庁
を
含
む
）

管
理
の
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
以
前
の
刑
事
判
決
原
本
が
国
立
公
文
書

館
へ
移
管
の
運
び
と
な
っ
た
と
の
朗
報
を
得
て
い
る
）。

　

た
だ
明
治
初
年
以
降
の
民
事
判
決
原
本
以
外
の
民
事
裁
判
史
料
―
筆
者
ら

が
現
在
も
事
例
と
し
て
調
査
中
で
あ
る
広
島
・
山
口
お
よ
び
松
江
の
各
地
方

裁
判
所
に
は
き
わ
め
て
多
様
な
簿
冊
名
称
の
裁
判
史
料
（
た
と
え
ば
訴
状
受

取
録
、
訴
訟
件
名
録
、
却
下
文
書
、
裁
判
申
渡
案
自
明
治
五
年
至
同
九
年
、

上
訴
裁
判
通
知
録
、
民
事
審
理
表
、
裁
判
表
等
々
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
―

は
、
前
記
判
決
原
本
と
異
な
り
、
昨
今
い
つ
廃
棄
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
筆
者
ら
研
究
会
会
員
は
、
こ
れ
ら
判

決
原
本
以
外
の
裁
判
史
料
文
書
は
、
民
事
判
決
原
本
と
並
ん
で
い
わ
ば
車
の

両
輪
を
な
す
ほ
ど
の
高
い
史
料
的
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
を

帯
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
明
治
前
期
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
時
期
に
調

査
し
た
限
り
で
の
ど
こ
の
裁
判
所
で
も
処
理
事
件
数
の
中
で
き
わ
め
て
少
数

の
事
件
が
判
決
に
至
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
大
半
は
願
下
げ
、
済
口
（
和
解
）

そ
し
て
却
下
で
終
了
し
て
い
る
。
判
決
で
終
了
し
た
件
数
は
い
わ
ば
氷
山
の

一
角
に
過
ぎ
な
い
。
少
な
く
と
も
明
治
期
以
降
の
民
事
裁
判
全
体
の
流
れ
を

見
通
す
に
は
、
例
え
ば
当
時
の
民
事
事
件
簿
の
調
査
は
必
要
不
可
欠
と
云
え

よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
研
究
会
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
毎
月
一
回
の
調
査

（
写
真
撮
影
に
よ
る
資
料
保
存
を
含
む
）
を
―
裁
判
所
側
と
あ
ら
か
じ
め
毎
回
、

調
査
当
日
に
次
ぎ
の
日
程
を
協
議
し
、
調
整
し
て
決
め
て
い
く
の
で
、
た
と

え
ば
毎
月
第
一
月
曜
日
の
よ
う
に
は
決
ま
ら
な
い
―
、
恒
常
的
に
継
続
し
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
二
月
頃
か
ら
新

た
に
広
島
高
等
検
察
庁
管
内
の
広
島
・
山
口
・
松
江
各
地
方
検
察
庁
が
管
理

す
る
明
治
期
の
刑
事
判
決
原
本
に
接
す
る
好
遇
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当

時
広
島
高
等
検
察
庁
の
坂
井
一
郎
検
事
長
と
当
会
員
増
田
修
弁
護
士
と
の
間

で
の
折
衝
を
契
機
に
、
そ
の
後
当
時
の
広
島
地
方
検
察
庁
の
中
井
憲
治
検
事

正
ら
と
の
間
で
も
同
様
に
了
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
に
し
て
漸

く
明
治
期
の
刑
事
判
決
原
本
を
調
査
対
象
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

場
を
借
り
て
併
せ
て
坂
井
検
事
長
（
当
時
）、
中
井
検
事
正
（
当
時
）
を
始
め
、

そ
の
後
の
検
察
庁
の
関
係
各
位
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。
そ
の

後
さ
ら
に
研
究
会
で
は
広
島
大
学
法
学
部
が
当
分
の
間
と
し
て
管
理
す
る
民

事
判
決
原
本
の
中
で
、
主
と
し
て
広
島
地
方
裁
判
所
本
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た

明
治
期
分
を
中
心
に
調
査
を
行
な
う
こ
と
を
決
め
て
、
平
成
十
六
（
二
〇
〇

四
）
年
七
月
二
十
三
日
以
降
、
夏
休
み
期
間
を
利
用
し
て
調
査
と
写
真
撮
影

を
続
け
て
お
り
―
こ
れ
は
近
い
将
来
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
が
実
施
さ



明
治
初
年
代
の
「
廣
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て�

一
四
一
（　
　
　

）

一
四
一

れ
る
な
ら
ば
、
判
決
原
本
自
体
の
調
査
が
以
後
は
著
し
く
困
難
に
な
る
と
い

う
予
測
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
迄
の
間
の
い
わ
ば
駆
け
こ
み
調
査
で
も
あ
る
―
、

そ
の
結
果
、
現
在
筆
者
ら
は
ほ
と
ん
ど
毎
月
一
回
、
少
な
く
と
も
紺
谷
・
増

田
と
筆
者
（
加
藤
）
の
三
名
は
広
島
・
山
口
の
各
地
方
裁
判
所
本
庁
そ
し
て

山
口
地
裁
岩
国
支
部
所
蔵
の
裁
判
史
料
調
査
等
、
そ
の
間
に
広
島
地
検
本
庁

の
刑
事
判
決
原
本
調
査
、
広
島
大
学
法
学
部
の
民
事
判
決
原
本
調
査
に
明
け

暮
れ
、
そ
の
た
め
資
料
整
理
に
手
が
回
り
兼
ね
て
い
る
の
が
偽
ら
ざ
る
現
状

で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
研
究
会
で
は
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
十
二
月
十
八
日
、
広
島

市
中
区
所
在
の
広
島
市
の
「
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
」
で
第
一
回
研
究
報
告
会
を

行
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
報
告
は
増
田
修
会
員
に
よ
る
明
治
十
年
代
の
広
島
に

お
け
る
自
由
民
権
運
動
と
そ
れ
に
対
す
る
警
察
・
裁
判
所
の
言
論
取
締
り
状

況
に
つ
き
、
高
知
県
出
身
の
自
由
民
権
論
者
、
山
田
十
畝
に
焦
点
を
合
わ
せ

な
が
ら
、
当
時
の
地
元
新
聞
等
の
資
料
を
渉
猟
駆
使
し
て
時
代
の
風
潮
を
再

現
さ
れ
た
観
の
あ
る
興
味
深
い
内
容
の
報
告
で
あ
っ
た
（
こ
れ
は
修
道
法
学

本
号
（
第
二
十
八
巻
第
一
号
）
に
掲
載
し
て
い
る
。）。
研
究
報
告
会
で
は
、

別
に
紺
谷
浩
司
会
員
と
筆
者
（
加
藤
高
）
と
が
共
同
調
査
報
告
と
し
て
、
最

近
広
島
高
等
裁
判
所
の
陳
列
コ
ー
ナ
ー
中
に
在
る
明
治
期
中
心
の
裁
判
史
料

調
査
の
際
に
見
つ
か
っ
た
資
料
―
「
明
治
九
年
三
月
、
決
議
録
、
山
口
裁
判

所
民
事
課
」
の
表
題
、「
永
久
保
存
」
の
朱
書
が
施
さ
れ
て
い
る
―
の
中
に
編

綴
さ
れ
て
い
た
明
治
九
年
当
時
に
お
け
る
「
東
京
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」

な
る
標
題
の
文
書
を
始
め
と
し
、
以
後
「
広
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」

そ
し
て
「
広
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
と
い
う
名
称
の
文
書
を
簡
単
に
紹

介
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
当
時
の
民
事
法
令
不
備
の
状
況
下
、
増
加
の

一
途
を
辿
っ
て
い
た
民
事
訴
訟
事
件
に
対
処
す
る
た
め
裁
判
所
が
編
纂
し
た

運
用
基
準
と
附
録
と
し
て
当
時
の
民
事
裁
判
の
手
続
順
序
を
裁
判
事
務
担
当

官
に
平
易
に
説
示
し
た
と
思
わ
れ
る
各
種
文
例
書
式
も
含
ん
だ
興
味
深
い
内

容
の
も
の
と
推
測
し
て
い
る
（
こ
れ
ら
資
料
の
内
「
東
京
裁
判
所
民
事
課
事

務
節
目
」
に
つ
い
て
は
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
第
三
十
七
巻
第
四
号
（
二

〇
〇
五
年
三
月
刊
）
九
十
三
頁
以
下
に
、「
広
島
裁
判
所
民
事
課
事
務
節
目
」

も
前
記
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
第
三
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
七
月

刊
）
二
十
三
頁
以
下
に
い
ず
れ
も
前
記
紺
谷
・
加
藤
の
共
同
調
査
報
告
と
し

て
公
刊
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
広
島
裁
判
所
民
事
取
扱
順
序
」
に
つ
い
て
も

前
期
紺
谷
・
加
藤
の
共
同
調
査
報
告
と
し
て
修
道
法
学
本
号
（
第
二
十
八
巻

第
一
号
）
に
掲
載
し
て
い
る
。）。

　

当
日
出
席
者
の
中
に
は
龍
岡
資
晃
氏
（
当
時
広
島
高
等
裁
判
所
長
官
）、

草
野
芳
郎
氏
（
広
島
高
等
裁
判
所
判
事
）、
椎
木
緑
司
氏
（
弁
護
士
）、
椎
木

タ
カ
氏
（
弁
護
士
）、
数
野
文
明
氏
（
広
島
県
文
書
館
研
究
員
）、
角
屋
正
法

氏
（
広
島
市
公
文
書
館
々
長
）、
大
杉
薫
氏
（
当
時
広
島
市
公
文
書
館
々
員
）

の
他
、
森
川
潤
氏
（
広
島
修
道
大
学
図
書
館
長
、
人
文
学
部
教
授
・
教
育
文

化
史
）、
緑
大
輔
氏
（
当
時
広
島
修
道
大
学
法
学
部
専
任
講
師
・
現
在
助
教

授
・
刑
事
訴
訟
法
・
当
研
究
会
現
会
長
）、
そ
し
て
増
田
修
氏
（
弁
護
士
）、

紺
谷
浩
司
氏
（
広
島
大
学
名
誉
教
授
・
西
南
学
院
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科

教
授
）、
筆
者
加
藤
高
が
出
席
し
た
。
尚
そ
の
後
森
川
教
授
が
当
研
究
会
に
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入
会
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
研
究
会
の
活
動
内
容
に
直
接
含
ま
れ
る
か
否
か

は
別
と
し
て
、
会
員
間
で
は
、
明
治
期
を
始
め
と
す
る
当
時
の
法
学
図
書
文

献
資
料
は
、
裁
判
史
料
と
共
に
当
時
の
法
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
益

且
つ
重
要
な
学
術
研
究
資
料
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
も
共
有
し
て
い
る
。

最
近
裁
判
員
制
度
等
司
法
改
革
の
進
行
す
る
過
程
で
、
明
治
期
以
降
の
旧
法

学
図
書
文
献
資
料
が
、
各
裁
判
所
に
お
い
て
廃
棄
処
分
の
対
象
に
な
っ
て
い

る
現
状
に
対
し
て
、
大
学
等
研
究
機
関
が
そ
れ
ら
の
活
用
を
今
後
の
学
術
研

究
の
た
め
に
積
極
的
に
実
現
す
る
よ
う
、
微
力
な
が
ら
助
力
し
て
い
く
こ
と

も
会
員
の
中
で
は
申
し
合
わ
せ
事
項
と
し
て
い
る
様
で
あ
る
。
現
に
広
島
修

道
大
学
図
書
館
は
最
近
、
広
島
家
庭
裁
判
所
や
山
口
地
方
裁
判
所
萩
支
部
等

所
蔵
の
明
治
期
を
含
む
旧
法
時
代
の
法
学
図
書
資
料
の
譲
与
を
受
け
た
事
を

契
機
に
「
明
治
法
曹
文
庫
」
の
設
置
を
現
実
化
し
て
い
る
。


